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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

メール ecotourism@amami.or.jp

奄美群島広域事務組合 奄美振興課 エコツーリズム推進係

永井章二、池本幸平、上村大河

所属

担当者

電話番号 0997-52-6032

WEBサイト ※QRコードも可

○奄美群島認定エコツアーガイドの紹介
http://www.amami.or.jp/guide/ninteiguide/

SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど） ※QRコードも可

○奄美群島広域事務組合YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCmOlQBf8VIG7I1zj8wXzfxQ

氏名

協議会名称

奄美群島エコツーリズム推進協議会

奄美群島エコツーリズムの愛の三角形

「宝」
＝類まれな
自然や文化

代表的なエコツアー

金作原探索ツアー（奄美大島） サンゴの島をめぐる『国立公園満喫ツアー』（喜界島）

闘牛大会（徳之島） ケイビングツアー（沖永良部島）

百合ヶ浜上陸（与論島）

http://www.amami.or.jp/guide/ninteiguide/
https://www.youtube.com/channel/UCmOlQBf8VIG7I1zj8wXzfxQ
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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

令和７年５月
奄美群島エコツーリズム推進協議会を開催

令和７年７月
第１回各島（５島）エコツーリズム推進協議会を開催

令和７年１２月（予定）
奄美群島エコツアーガイド認定講習会を開催

令和８年３月（予定）
認定証（標章・マグネット）を交付

令和７年の主な活動内容
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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

「奄美群島エコツーリズム推進全体構想」の改定へ向けて

○ 平成２７年１１月
○ 平成２９年２月

奄美群島12市町村で全体構想を策定
主務大臣から認定

○ 認定を受けた平成29年2月以降に、世界自然遺産登録など地域の社会動向・ 利用状況の変化が生じ
ていることから、改めて現段階での課題と対応を整理する必要。

○ ガイドの資質の維持・向上を図るため「ガイド認定制度の改善」を行い、全体構想に位置づける必要。

○ 自然観光資源が損なわれる恐れがあるものを保護するための措置を講ずる必要がある場合、「特定自
然観光資源の指定」を全体構想の中に記載することが必要であり、記載するか否かについて検討する必要。

見直しの必要性

見直しのスケジュール

R７年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

各島推進協議会
（作業部会）

群島推進協議会
（決定機関）

R８年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

各島推進協議会
（作業部会）

群島推進協議会
（決定機関）

●５月 群島推進協議会
・改定へ向けての方向性

●７月 各島推進協議会 ●１０月 各島推進協議会 ●１月 各島推進協議会

●２月 群島推進協議会
・進捗状況報告

●５月 群島推進協議会
・全体構想改定案

地方間協議・本省協議
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